
嘆願書

平成２８年６月１５日

松山市長　野志 克仁様
松山経済研究会会長    　山崎 正人
女性雇用支援委員会会長　平田 啓恵

この度、当会女性雇用支援委員会では、女性活躍推進法が施行されるなか、女性の雇用を促進するなかにおいても、特に子育て世代の女性雇用を促進するために、松山市の子育て支援の取り組みについて調査を実施したうえで、会員もしくはその関係企業において子育て経験がある女性従業員を対象に、子育てと就労についてのアンケートを募りました。
その結果から、現在松山市が取り組まれている事業に関して、より一層の推進をお願いしたい事項と、アンケート結果から新たに取り組んで頂きたい事項をここに嘆願するものです。

１．現在取り組まれている以下の事業の更なる推進をお願い致します。

（１）３才未満が２０人以下の小規模保育所を認可保育園として認定し、利用定員の増加を目指す取り組み。
（２）園庭に仮設園舎を設置し、保育児童定員を増やす取り組み。
（３）法人経営の家庭的保育所を小規模保育所に移行し、法人の直接経営に変更する取り組み。
（４）事業所内保育施設に対して、補助金制度を活用できることを周知し、事業所内保育施設を設置する事業所を拡大させるための取り組み。
（５）保育園相談窓口を更に増設する取り組み。
（６）地域保育所（認可外施設）の内、松山市が定めた基準を満たしている施設を松山市認証保育所として認定を増やすことにより、保護者が安心して預けられるようにする取り組み。


２．アンケート結果から新たに取り組んで頂きたい事項

（１）保育所で急な発熱や体調不良で、集団保育を利用できない子供を、親が迎えにくるまで一時的に預かる「病児保育」を充実させる取り組み。
今年４月より、政府が「病児保育」に対応する病院や保育所を手厚く補助し、施設不足解消へ乗り出しています。同じ施設が地域全体の病児を預かる「拠点化」において、在園中に体調が悪くなった児童の保育所から、「拠点」（専用施設）に同行する看護師の人件費や交通費を国が補助する事になりました。
松山市では、拠点施設として病院に委託していると伺っておりますが、やはり病児保育拠点の設置は必要と考えます。また、保育所への看護師を配置することも、ひとつの方策として考えられるかとも思います。これらについてご検討をお願い致します。
（２）入園拒否結果通知を早くして頂きたい。
[bookmark: _GoBack]従来の毎月１５日の通知では、企業として来月から育休が明ける従業員の勤務について、考慮する間が無いのが実状です。最近１２日の拒否結果に改善されてはおりますが、当該従業員にとって、それから一時保育を捜そうとしても無理な状況に変わりありません。更なる結果通知の短期間化を計って頂きたい。
（３）土曜日、日曜日に対応できる保育園を増して頂きたい。
現在１８数カ所の保育園で実施されていますが、日曜などに勤務する企業、従業員が増えているためもう少し増やして頂きたい。
（４）保育園においても、幼稚園と同等の学習教育の導入の検討をお願いしたい。
※ 保育所によって保育内容に差があり、人気のある保育所への入所希望が集中する一方で、定員に満たない保育所も見受けられる状況があります。
幼稚園と保育園の所轄省庁が異なっていることは承知しております。現在幼稚園機能をもつ保育園【認定こども園】が２５施設ありますが、どの保育園についても、統一した指導要項で教育をできる仕組みに改善することを、国に対して働き掛けをお願いしたい。
（５）保育園の入園許可を受ける際の点数を付ける項目の優先順位の公表をお願いしたい。
公平な選考基準を求めることが重要な一方で、保育園希望の親が、自己採点でき自分の優先順位がどの位なのかを把握できるよう、可能な範囲において公表をお願いしたい。

以上の項目について嘆願致します。

つきましては、アンケートにご協力頂いた方にご報告致したく、嘆願項目に対して、ご回答をお願い申し上げます。

以 上

